
別添資料１ 校内で体調不良を訴えた児童生徒の対応について  

体調不良の児童生徒を確認    

 

すぐに保健室へ   ※付添いは教職員（他の児童生徒と接触しないような動線で） 

手指消毒又は手洗いをして入室 

 

養護教諭等による対応      ○問診の実施（対面にならないように聞き取り等を行う） 

○検温の実施（使用後、体温計や筆記用具等をアルコール消毒する） 

○保護者来校の要請（体調不良者は早退となる） 

別室（待機場所）に移動 ※養護教諭の指示により、学級担任等が連絡を取る 

○石鹸による手洗いやアルコール消毒の実施（複数の児童生徒を対応する場合
は、人が変わるごとに行う） 

 

担当教職員等による対応 ○可能な場合は、児童生徒にマスクを着用させて待機させる 

○付添いの教職員は、児童生徒の状態を考慮しながら、適切な距離を取り様子
を見る 

○児童生徒の状態に合わせて、楽な姿勢で待機させる 

早退措置 ※乗り換えた後の車椅子（バギー）等は、待機場所においておき、児童生徒の 

（保護者への引渡し）        早退後に、室内の消毒とあわせて消毒を行う 

 

※別添資料１として記載の内容は、文部科学省及び姫路市教育委員会による作成資料を参考としています  



別添資料２ 児童生徒又は教職員の感染が疑われる場合について 

 

医療機関で PCR検査または抗原検査を実施したとの連絡    

 

学校での初期対応     ○教室や物品等の消毒（☆） 

○PCR検査や抗原検査を実施する児童生徒（教職員）への 

出席停止（出勤停止）の対応（☆） 

〇家族等が PCR検査や抗原検査を実施する場合の 

児童生徒（教職員）への出席停止（出勤停止）の対応（☆） 

 

 

 

陽   性     陰   性 陰  性 

 

 

 

 

 

 

    ○姫路市教育委員会や 

上記の状況を踏まえた学校内での感染状況の確認  ※ 学校医等の関係者との 

状況報告と情報交換  

 

 

 

感染が広がっている可能性が高い 感染が広がっている可能性は低い  

    

○学校教育活動を継続 

※状況に応じて、感染リスクの高い活動 

学校の全部又は一部の臨時休業                          の見直し等を実施 

  

  

〇登校・出勤に関しては、受診した医療機

関の指示に従う 

〇上記☆印の対応の継続 

〇接触があったと考えられる者（クラス、班、グループ等） 

の健康観察 

※治癒するまで出席停止・出勤させない扱い 



別添資料３ 陽性者が判明した場合のフローチャート 

 

  



別添資料４ 補足事項 

○新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た際の対応の一部については、姫路市教育委員会の「5類感染症への移行

後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について及び学校保健安全法施行規則を改正する省令について

（通知）」基づき、令和 5年 5月 2日より以下のとおり変更となる。 

１ 臨時休業の実施について ※本校と分教室とで個別に判断する 

臨時休業の実施及びその範囲については、姫路市教育委員会が、学校長や学校医等の意見を踏まえて検討し、

必要に応じて保健所と協議の上決定する。 

※本校には、「基礎疾患を有する」「医療的ケアを必要とする」「人工呼吸器を使用している」など重症化のリスクが

高い児童生徒も在籍していることから、その実態等を踏まえて協議を行う 

（１）学級閉鎖 

同一の学級において複数の児童生徒等の感染（家庭内感染ではなく、当該学級内での感染が広がっている

可能性が高い場合。）が判明した場合、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合。 

（２）学年閉鎖 

複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。 

（３）学校全体の臨時休業 

複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施す

る。 

 

２ 実施期間について 

   ５日程度を目安とし、感染状況の把握、感染の拡大状況、児童生徒への影響等を踏まえたうえで、柔軟に対応

を行う場合もある。 

 

３ 公表について 

（１）臨時休業の考え方について、各学校園及び保護者へ周知する。 

（２）臨時休業を実施した場合、学校園名、対象範囲、感染者数、休業期間を教育委員会から公表する。 

 

〔そのほかの留意点〕  

○新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た際の対応、及び保護者等への周知については、「新型コロナウイルス感染

症まん延防止に関する基準（令和 5年 5月 8日）に基づくものとするが、感染症の状況によっては、その対応を変

更することもある。 

○保護者（家族）が感染したことにより、自宅に児童生徒が１人だけになる場合、学校は教育委員会や相談支援事

業所などの関係機関と連絡を取り、居場所確保を行う。 

○新型コロナウイルスワクチンの予防接種はあくまで本人の意思や保護者の同意に基づき受けるべきこと、また、身体的な

理由や様々な理由によって接種することができない人や接種を望まない人もいることに鑑み、接種を受ける又は受けな

いことによって差別やいじめなどが起きることのないように指導する。また、保護者に対しても理解を求めていく。  

○今後、健康診断に伴う保健調査等として新型コロナワクチンの接種歴が把握されることになった場合には、個人情報と

しての取扱いに十分に留意する。 



○感染者となった児童生徒、教職員、及びその家族の個人情報に配慮するとともに、心理的なケアも適宜実施する。 

※近隣校のスクールカウンセラーや公的機関の相談窓口についての情報提供を行う 

○差別や偏見に対しては「あってはならないこと」という点を踏まえて、毅然とした対応を行う。 

※SNS等に氾濫しているデマや誤った情報に惑わされないよう注意喚起する 

別添資料５ 姫路市立書写中学校カウンセラーだより 

 

 



別添資料６ 差別や偏見に係る各種相談窓口 

  



別添資料７ 新型コロナウイルス感染症まん延防止に関する基準（令和 5年 5月 8日） 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


